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公共牧場とともに歩む肉用牛繁殖経営
－北東北における肉用牛生産の優良事例－

１．はじめに

「酪農・肉用牛生産の近代化を図るための基本方

針」（平成１７年）における地域別飼養頭数の目標を

みると、東北地域の肉用牛については４９．０～５４．２万

頭（平成２７年）とされている。この目標を達成する

には、肉用繁殖雌牛を今後、相当数増頭する必要が

あり、それには同方針にも示されているように公共

牧場の活用が重要な方策の一つと考えられる。そこ

でここでは、北東北の一地域における、肉用繁殖雌

牛（黒毛和種）の増頭に向けた公共牧場と肉用牛繁

殖経営の取り組み事例を紹介する。

２．事例地域の概況

事例地域は総面積の約４０％に相当する５，３００ha弱

の耕地を有し、その９０％以上を水田が占めており、

北東北でも有数の稲作地帯である。平成１７年度農業

産出額をみると、米が総産出額の６０％と最も多く、

次いで多いのが肉用牛で１２％、ピーマン、キュウリ

などの野菜が９％と続いている。事例地域での肉用

繁殖雌牛の飼養は、稲作あるいは野菜作との複合経

営の中で行われてきた。牛肉輸入自由化以降、繁殖

雌牛の飼養頭数は減少傾向が続いてきたが、平成１６

年を境に増加に転じている（図１）。こうした飼養

頭数の動向は、小規模飼養農家における飼養中止と

中規模飼養農家における増頭・規模拡大の進行の結

果とみられる。

３．公共牧場の概要と管理運営実態

� 概要

事例地域では国営パイロット事業により、昭和

４５、４６年の２年かけて公共牧場が設置・整備された

（表）。昭和４７年、肉用牛飼養農家による牧野組合

が組織され、地方自治体から委託を受けて、この公

共牧場において昭和４８年から肉用牛および乳牛の放

表 公共牧場の概要

年次 内 容

Ｓ４５ 国営パイロット事業により草地造成

Ｓ４７ 草地造成・整備完了、牧野組合設立

Ｓ４８ 牧野組合による放牧事業開始

Ｓ５３ 牧野組合解散、町営へ移行

Ｓ６０ 放牧事業を農協に委託

Ｓ６１ 牧野管理を農協に委託

Ｈ３ 冬期預託事業開始

Ｈ５ 放牧利用頭数の増大に伴い、乳牛用の放牧を廃止

Ｈ１４ １５０頭規模冬期飼養牛舎建設

草地面積 放牧草地 約１００ha

採草地 約５５ha

事 業 夏期放牧預託 ９７戸、５４８頭利用＊

冬期舎飼預託 ４８戸、３１４頭利用（１１月～翌３月末）＊

貯蔵粗飼料生産 乾草、サイレージ等約４３４トン＊

＊平成１９年度実績図１ 肉用繁殖雌牛の飼養戸数および頭数の推移

牧草と園芸 第５６巻第５号（２００８年）
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牧事業を開始した。その後、この公共牧場の管理・

運営は、地方自治体による直接の管理、地方自治体

から農協への放牧事業の委託、農協への管理運営の

委託、の変遷を経て今日に至っている。現在、公共

牧場の放牧草地面積は約１００ha、採草地面積は約５５

haで、夏期預託放牧、貯蔵粗飼料生産、および冬

期預託の３事業を行っている。

� 夏期放牧

夏期放牧の受託牛は原則として初妊牛を除く妊娠

牛であり、入牧の１０日から１４日前には事故を未然に

防ぐために受託予定牛について全頭検査および妊娠

鑑定を実施している。また、放牧期間中は毎月１～

２回衛生検査するともに、一定期間ごとに牛体への

予防薬剤塗布を行っている。平成１９年度の実績で

は、放牧預託牛５４８頭のうち、病気による死亡１

頭、けがによる廃用１頭、死産１頭などと、事故率

がかなり低い。公共牧場では飼養農家の信頼を得る ために、放牧衛生対策の強化と放牧管理体制の強化

の２つを重要課題に掲げて重点的に取り組んできた

としており、低い事故率はその成果とみることがで

きよう。放牧預託頭数の推移をみると（図２）、こ

の取り組みを始めた昭和６０年頃から大きく伸びてい

ることがうかがえる。

放牧草地は１５牧区から構成され、各牧区はさら

に、水飲み場を中心に配置された幾つかの小牧区に

細分されている（図３）。小牧区数は合わせて５８に

及び、小牧区面積の平均は１．７ヘクタールである。

放牧草地の植生を調査したところ、ケンタッキー

図２ 公共牧場の夏期放牧預託頭数の推移

図４ 公共牧場の放牧草地の生産性と植生
（生産性：平成１９年、植生：平成２０年）

図３ 公共牧場の放牧草地の模式図

図５ 公共牧場における放牧期間中の放牧頭数の推移
（平成１９年）

１４

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／雪印種苗／牧草と園芸　２００８／９月号／０１３‐０１６　�　近藤様  2008.08.20 11.36.37  Page 14



ブルーグラスとトールフェスクが主体で、以下オー

チャードグラス、シロクローバ、レッドトップ、

リードカナリーグラスと続き、裸地の割合は４％程

度であった（図４）。平成１９年度における放牧期間

中の放牧頭数の推移をみると（図５）、４月下旬の

放牧馴致の１０日間と閉牧前の６日間を除くと、２４０

頭から３００頭の間を推移している。放牧草地１ha

あたりでみると２．４から３．０頭であり、かなりの強度

で放牧されていることがわかる。預託牛は分娩予定

期日別に６～１０牛群（１群およそ３０頭）に編成され

て輪換放牧される（写真１）。平成１９年の放牧で

は、１小牧区での平均滞牧日数は３．３日、延べ滞牧

日数は３０．９日、１日あたりの転牧牛群数は平均２．６

であった。また、預託牛の平均放牧日数は１００．６日

であり、放牧期間中の日増体量は平均０．４０kgで

あった。

� 冬期預託

このような集約的管理による夏期放牧事業に加え

て、公共牧場を特徴づけるもう一つの事業は冬期預

託である。事例地域は冬期の積雪が多く、放牧草地

の利用が春から秋の間に限定されるため、放牧牛は

冬期になると農家に戻って飼養されることになる。

そのため、規模拡大をめざす飼養農家にとっては冬

期飼養牛舎の確保・増設が大きな課題であった。そ

こで公共牧場では、平成３年、低コストのパイプハ

ウス牛舎を設置して冬期預託事業を開始した

（表）。飼養農家が冬期預託を活用しながら増頭し

て増収を図り、その上で施設の拡充を行なえるよう

にするためである。平成１４年には利用希望農家の増

加に対処するために、１５０頭規模の冬期飼養牛舎が

建設された（写真２）。平成１９年の利用農家戸数は４８

戸、預託牛頭数は３１４頭に上っており、前者は事例

地域の飼養農家戸数の１５．８％、後者は同飼養頭数の

１８．１％に相当する。なお、夏期放牧預託の利用農家

戸数は事例地域の飼養農家戸数の２５．７％、放牧預託

牛数は同飼養頭数の３１．６％であった。

冬期預託牛は、基本的に１日に配合飼料１kgと

ロールベールラップサイレージ８kgが給与され、

飼養される。ロールベールラップサイレージは公共

牧場の採草地で生産されたもので、冬期預託用を越

える分については事例地域の飼養農家への販売に振

り向けられる。平成１９年度では、総粗飼料生産量の

約４５％にあたる２００トン弱が地域の飼養農家に販売

された。

写真１ 公共牧場における肉用繁殖雌牛の輪換放牧 写真２ 公共牧場の冬期飼養牛舎

図６ 飼料農家の牛舎規模と実飼養頭数
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４．飼養農家の経営

公共牧場の夏期放牧と冬期舎飼による周年預託体

制が整備された結果、地域の飼養農家は牛舎・施設

規模以上の頭数の牛を飼養できるようになり、増

頭・多頭化への道が大きく開けることとなった。現

在、公共牧場利用農家の半数以上が牛舎規模以上の

頭数を飼養しており、中には牛舎規模の２倍に相当

する頭数を飼養している農家もある（図６）。

また、公共牧場を活用しながら増頭を続けて、稲作

と肉用牛繁殖の複合経営から、地域で初めての１００

頭規模の肉用牛繁殖専業に発展した農家があらわれ

ている（図７）。事例地域の繁殖牛飼養頭数が平成

１６年度を境に減少傾向から増加に転じ（図１）、

また、近隣他地域に較べて飼養規模が大きいのは

（図８）、このような増頭・規模拡大が一因と考えら

れる。

５．おわりに

事例地域は稲作地帯にあり、肉用繁殖雌牛の飼養

は稲作や野菜作との複合経営の中で行われてきたた

め、飼養規模拡充を図るための自給飼料基盤は必ず

しも十分とはいえない。しかし、この事例地域で

は、公共牧場がその土地・飼料資源を活かして、集

約的管理に基づく肉用牛周年預託体制を飼養農家の

要望に応えて創りあげ、また、飼養農家も公共牧場

の機能強化・体制整備に呼応しながら着実に増頭・

規模拡大の道を歩んできた。本事例は、社会的条件

や立地条件を同じくするような地域において、肉用

牛生産の拡大を図る際の有用なモデルになると思わ

れる。

図８ 事例地域と近隣他地域における飼養規模の比較

図７ 肉用牛繁殖経営の推移の事例
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